
反対討論 

『一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について』 

平成 18 年度以降、国の給与構造改革により地域民間給与の反映、年功的な給与

上昇の抑制・職務職責に応じた給料構造への転換、人事評価結果の給与への反映

が、納税者である市民の納得を得んがために、その実現に向けた取組みとして阪

南市に求められてきました。 

 

しかし 1 点目・情勢適用の原則については地方公共団体の地域的事情も含まれ

る、との地方公務員法第 14 条の解釈を阪南市は反映できておらず、一般社会の

情勢に適応した官民格差を正しく比較考慮できていない。 

2 点目・『国家公務員制度準拠』において地方公共団体の規模、組織等も考慮す

べきとした点を考慮できていない。 

3 点目・『給与水準』については、地域の民間給与をより重視すべき、とその考

え方が刷新されているにもかかわらず、この点を反映できておらず、地域の民間

準拠という給与の制度を遵守しておらず、その運用が不適切である。 

4 点目・職員の職務に精錬する士気の向上には、まずは人事評価結果の給与反映

を図るべき、とされているが、未だ制度構築されていない。 

地方公務員の給与は、当該地方公共団体の税収により賄われていることから、住



民自治の原則に基づいて住民の同意が必要とされており、市には住民の理解・納

得を得られるよう努める責務があるにもかかわらず、先に述べた 4 点が不十分

であり、いずれの点においても市民の側に何ら過失はなく、市側に故意または重

大な過失が認められるおそれがある。また国は人事委員会を設置していない市

町村に対し、地域手当の補正にとどまらない自ら給与制度の見直しに取り組む

必要がある、としています。 

これらのことからも、市の対応は不十分であることから本議案への反対を表明

し、議員各位の代理人・代弁者としての適切なご判断をお願いし、反対討論とい

たします。 

 


